
一人ひとりにファンがいる会社。
常によりそう。共によろこぶ。

いつもプラグマレターを読んでいただき、ありがとうございます。
5月のカレンダー、トピックスをご案内いたします。
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※申告や納期限が土・日・祝日にあたるときは、その翌日が
     期限となります

5/12
( 月 )

4 月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の　
納付期限

3月決算法人の確定申告の期限
<法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人事業所税・法人住民税>

確定申告額延納届出による延納税額の納付

6/2
( 月 )

9 月決算法人の中間申告の期限
<法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人住民税>（半期分）

自動車税の納付（東京 23 区の場合）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

● 労働保険料の年度更新　6/2 ～ 7/10
　年度更新申告書は、各事業所に 5月末頃送付されます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

プラグマの「助成金申請サポート」をご利用ください。

令和 5年 4月 1日から

● 算定基礎届の提出　7/1 ～ 7/10
 　（組合健保の場合は、別途指定日がある場合もあります）
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株式会社プラグマ・社会保険労務士法人プラグマ・中井啓之税理士事務所

｢人材開発支援助成金｣とは
事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部
等を助成する制度です。今回は、「人材育成支援コース」をご紹介します。

ZEIMU INFORMATION［　税務情報　］

現金を使用しない非対面の納付方法を「キャッシュレス納付 」
といいます。その特徴として、金融機関や税務署の窓口等へ
行く必要がないこと、自宅や事務所等で納付手続きを行う
ことができることが挙げられます。
詳しくは右のQRコードよりご覧ください。

令和 7年 4月 1日より、育児介護休業法が改正されました。
その後、法改正対応は順調でしょうか？
改正には就業規則や規程の改訂が必要となる内容があります。
改訂ご検討の際は、ぜひプラグマへご依頼ください。 ※ご注意※

　このスケジュールやトピックスは給与・社会保険、会計・
　税務全般の内容となります。それぞれのお客様には該当し
　ない部分もございますので、予めご了承ください。


